
北上市告示乙第1 2 5号 

 

地方自治法第2 4 4条の２第３項の規定により、公の施設の指定管理者を、次のとお

り指定した。 

 

令和５年12月21日 

 

北上市長 八重樫 浩 文 

 

１ 施設の名称 

北上市アカデミースポーツ施設 

２ 指定管理者 

北上市藤沢22地割123番地１ 

職業訓練法人北上情報処理学園 

理事長 伊 藤   彬 

３ 指定の期間 

令和６年４月１日から令和11年３月31日まで 

 


